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町政を問う町政を問う

北郷伯弘 議員

①
東
日
本
大
震
災
以
降
、

平
成
25
年
に
水
稲
の
作
付

け
を
再
開
し
、
今
年
７
年

目
を
迎
え
、戸
数
の
減
少
、

後
継
者
不
足
、
農
業
経
営

者
の
高
齢
化
な
ど
が
、
全

国
的
に
見
受
け
ら
れ
ま
す

が
、
当
町
に
お
け
る
農
業

の
担
い
手
等
の
今
後
の
見

通
し
を
伺
い
ま
す
。

②
当
町
は
精
米
を
ふ
る
さ

と
納
税
制
度
の
返
礼
品
と

し
て
お
り
、
返
礼
割
合
等

が
よ
り
厳
格
化
さ
れ
る
こ

と
に
よ
る
今
後
の
町
の
対

応
を
伺
い
ま
す
。

③
農
業
を
維
持
・
発
展
さ

せ
、
農
家
の
所
得
増
大
に

向
け
た
、
当
町
に
お
け
る

今
後
の
展
望
・
対
応
策
に

つ
い
て
伺
い
ま
す
。

①
新
規
就
農
者
確
保
に
向

け
、「
福
島
県
相
双
地
域

就
農
支
援
ポ
ー
タ
ル
サ
イ

ト
」
に
本
町
の
記
事
を
掲

載
し
、
ま
た
東
京
で
開
催

さ
れ
た
「
マ
イ
ナ
ビ
就
農

フ
ェ
ス
ト
」で
、本
町
ブ
ー

ス
を
訪
れ
た
就
農
希
望
者

の
中
か
ら
、
農
作
業
体
験

訪
問
の
申
し
込
み
が
あ
り

ま
し
た
。

　
ま
た
、
小
・
中
・
高
校

生
に
広
く
農
業
の
魅
力
を

伝
え
、
新
規
就
農
者
の
確

保
・
展
望
に
取
り
組
み
ま

す
。

②
返
礼
品
を
地
場
産
品
に

限
定
し
、
返
礼
割
合
３
割

を
堅
持
し
て
、
特
産
品
の

特
別
栽
培
米
や
日
本
酒
、

付
加
価
値
の
あ
る
地
場
産

品
の
発
掘
に
努
め
、「
ふ

る
さ
と
納
税
サ
イ
ト
」
で

の
情
報
発
信
等
、
よ
り
多

く
の
方
々
に
エ
ン
ト
リ
ー

し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
特

別
栽
培
米
コ
シ
ヒ
カ
リ
の

食
味
向
上
や
、
特
別
栽
培

米
等
の
販
売
促
進
に
取
り

組
み
ま
す
。

③
平
成
31
年
に
先
進
技
術

等
の
営
農
モ
デ
ル
事
業
を

展
開
し
ま
す
。

　
農
家
所
得
の
増
大
に
向

け
て
は
、
担
い
手
農
家
へ

の
農
地
の
集
約
を
推
進
す

る
と
と
も
に
、
国
産
無
農

薬
バ
ナ
ナ
や
食
用
ブ
ド

ウ
、
み
か
ん
な
ど
を
活
用

し
た
、
付
加
価
値
の
高
い

特
産
品
開
発
等
に
取
り
組

み
、
農
家
所
得
の
増
大
に

つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

将
来
に
向
け
た
見
通
し
と
対
応
策
は

町
長
／
新
規
就
農
者
確
保
と
先
進
技
術
を
展
開

北
郷

町
長

ヴィレッジ新駅農業の展望
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福祉のまちづくり

①「
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
」

の
実
現
に
向
け
、
宣
言
を

行
い
町
内
医
療
機
関
等
と

４
件
の
事
業
内
容
に
関
し

て
協
定
を
締
結
し
ま
し
た

が
、
町
長
が
考
え
る
「
福

祉
の
ま
ち
」
と
は
ど
の
よ

う
な
町
を
想
定
さ
れ
て
い

る
の
で
す
か
。

②
「
福
祉
の
ま
ち
」
実
現

に
ど
の
よ
う
な
施
策
を
考

え
て
い
る
の
で
す
か
。 

①
３
年
以
上
、
特
定
健
診

を
受
診
し
な
い
人
へ
の
対

応
は
。 

②
特
定
健
診
の
事
後
指
導

説
明
会
の
参
加
人
数
は
。

③
40
～
50
代
を
対
象
に
、

運
動
習
慣
の
確
立
を
め
ざ

す
た
め
、
Ｊ
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ

の
ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
に
入
会

し
、
楽
し
い
運
動
の
指
導

を
受
け
る
た
め
に
、
会
費

の
補
助
を
検
討
し
て
は
い

か
が
で
す
か
。

　
受
動
喫
煙
防
止
対
策
で
、

多
数
の
者
が
利
用
す
る
施

設
・
場
所
の
区
分
に
応
じ

て
、
一
定
の
場
所
を
除
き

喫
煙
を
禁
止
す
る
と
と
も

に
、
施
設
等
の
管
理
権
限

者
が
講
ず
べ
き
措
置
等
を

定
め
て
い
る
が
、
当
町
と

し
て
は
今
後
ど
の
よ
う
に

対
応
す
る
の
で
す
か
。

①
「
住
民
一
人
ひ
と
り
が

幸
せ
に
暮
ら
せ
る
町
、
社

会
の
実
現
」
に
向
け
、
社

会
福
祉
の
分
野
だ
け
で
は

な
く
、
様
々
な
分
野
で
新

た
な
施
策
を
展
開
し
、
広

い
意
味
で
の
「
福
祉
の
ま

ち
」
を
目
指
し
ま
す
。

②
平
成
31
年
度
に
、
町
独

自
の
包
括
的
手
帳
作
成
事

業
、
高
齢
者
の
見
守
り
体

制
を
構
築
す
る
「
広
野
ま

る
ご
と
応
援
隊
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
事
業
」
を
実
施
し

ま
す
。

　
ま
た
、
健
康
寿
命
の
延

伸
や
長
寿
を
目
標
に
、
健

康
活
動
に
対
し
て
ポ
イ
ン

ト
が
貯
ま
る
「
ひ
ろ
の
健

康
ポ
イ
ン
ト
事
業
」
を
展

開
し
ま
す
。

①
未
受
診
者
全
員
に
、
受

診
勧
奨
の
個
別
通
知
を

行
っ
て
い
ま
す
が
、
31
年

度
は
、
年
齢
や
受
診
状
況

に
合
わ
せ
対
策
の
強
化
を

図
り
ま
す
。

②
55
人
の
参
加
が
あ
り
ま

し
た
。

③
肥
満
指
数
（
Ｂ
Ｍ
Ｉ
）

が
25
以
上
の
40
歳
か
ら
50

歳
代
の
方
を
対
象
に
、
月

額
利
用
料
金
を
一
定
の
条

件
の
も
と
で
助
成
し
ま

す
。

　
平
成
31
年
７
月
か
ら
、

地
方
公
共
団
体
の
行
政
機

関
の
庁
舎
は
敷
地
内
禁
煙

と
な
り
、
役
場
庁
舎
な
ど

に
あ
る
喫
煙
所
は
、
撤
去

す
る
こ
と
が
原
則
と
な
り

ま
す
。

　
管
理
者
は
、
措
置
と
し

て
、
屋
外
に
一
定
の
要
件

を
満
た
せ
ば
「
特
定
屋
外

喫
煙
場
所
」
の
設
置
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、

一
定
期
間
、
喫
煙
所
を
設

け
、
状
況
に
よ
り
判
断
し

ま
す
。

実
現
に
向
け
た
施
策
は

町
長
／
町
民
に
親
し
ま
れ
る
よ
う
検
討
し
て
い
く

門
馬

門
馬

門
馬

町
長

県派遣研修生活習慣病対策

健診への関心を図り新たな支援を
町長／対策を強化し助成制度に取り組む

受
動
喫
煙
防
止
対
策
は
ど
の
よ
う
に

町
長
／
状
況
を
見
て
判
断
す
る

ヴィレッジ新駅改正健康増進法
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長
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